
補助要件を満たし、居住誘導区域内に住宅を取得すると…

高松市
住宅金融
支援機構

20万円
住宅ローン
金利引下げ

【フラット35】
地域連携型

令和８年度

～高松市住宅取得支援事業～
住宅の購入をお考えの方必見！！

・【フラット３５】

借入期間が最長３５年の全期間固定金利型

住宅ローン

・【フラット３５】Ｓ

省エネルギー性、耐震性などの質の高い住

宅を取得する場合に、【フラット３５】の

借入金利を一定期間引き下げる制度

・【フラット３５】地域連携型

高松市の補助金とセットで申請することで、

【フラット３５】の借入金利を一定期間引

き下げる制度

制度の概要

補助要件

制度の概要

コンパクトで持続可能な「多核連携型コンパクト・エコシティ」を実現するため、「高松市
立地適正化計画」に定めている居住誘導区域内（＊中面参照）に、自ら居住する新築・中古
住宅を取得した世帯を対象に、補助と住宅ローンの金利引下げをセットで行う制度です。

※ 地域連携型とは

制度の詳細は、フラット３５サイト
（www.flat35.com）でご確認ください。

【フラット３５】に関することは

営業時間：9:00～17:00（祝日、年末
年始を除き、土日も営業しています。）

通話
無料 0120-0860-35

・個人住宅
居室・浴室・便所・台所を有
する個人住宅であること

・非営利住宅
別荘その他一時的に使用する
住宅、賃貸・販売等営利を
目的とする住宅でないこと

・居住部面積
一戸建て：７０㎡以上
共同住宅：３０㎡以上
店舗等兼用住宅は、居住部が
全体の１／２以上であること

対象住宅

・区域外 → 区域内
(市外・県外含む)

居住誘導区域外から自ら居住
する住宅を区域内に取得する者

・３年以上定住
取得した住宅に住民登録をし、
３年以上居住する者

・フラット３５の利用
新築住宅：【フラット３５】Ｓ
中古住宅：【フラット３５】
の基準を満たし、
【フラット３５】地域連携型
を申請する者

・市税の滞納無し

・反社会的勢力でない

対 象 者

高松市の補助金とセットで申請することで、

【フラット３５】の借入金利を一定期間引き

下げます。
１年以上居住

居住誘導区域外

補助金

交付申請時（令和９年２月２６日まで）
①高松市住宅取得支援事業補助金交付申請書（様式第１号）
②取得する住宅の位置図（付近見取図）・平面図・求積図
③【フラット35】長期固定金利型住宅ローン借入申込書の写し
④対象住宅の建築に係る建築工事請負契約書又は対象住宅の購
入に係る売買契約書の写し

⑤誓約書（様式第２号）
⑥ 【フラット35】地域連携型利用申請書

■提出書類

完了申請時（令和９年３月３１日まで厳守）
①高松市住宅取得支援事業完了届（様式第９号）
②フラット３５の利用に係る金銭消費貸借契約証書の写し
③対象住宅に係る登記事項証明書の写し
④対象住宅に係る適合証明書又はこれに準ずる書類

請求時（令和９年４月３０日必着）
①請求書（高松市指定の様式）

交付決定通知
発行

※利用対象証明
書発行

交付決定通知
交付指令書

発行

補助金交付

請負契約/
売買契約

交付申請
※地域連携型
利用申請

金銭消費貸借
契約・入居開始

完了報告

補助金請求

補助金受領

高松市 利用者

※フラット35地域連携型をご利用いただくために必要な書類です。

申請名義は
統一すること

＊機構保証型で申込予定の方は
フラット３５地域連携型が利用
できるか事前に金融機関にお問
い合わせください。利用できな
い場合は補助対象外となります
のでご注意ください。

※お急ぎの場合や、申請期

限まで日数が無い場合は市

税の滞納無証明書を取得の

上、添付してください。

事業の詳細や申請様式は、高松市公式ホームページからご確認ください

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/shinotorikumi/machidukuri/toshi/compact/

yutakana/flat35.html

交付申請受付期間

＊予算終了次第、締め切ります

【お問い合わせ】

高松市役所 都市整備局
住宅建築部 住宅政策課

高松市番町一丁目８番１５号
TEL：087-839-2136 FAX：087-839-2452

Email：jusei@city.takamatsu.lg.jp

【申込先】
〇市役所9階 住宅政策課に持参・郵送してください。
〇月曜日から金曜日 ８時３０分～１７時
（ただし祝日を除く）

〇申込みに際しては、必ず事前に御相談ください。

手続きの流れ

居住誘導区域内

令和８年 令和９年
４月１日 ～ ２月２６日

・【フラット３５】
(市外・県外含む)

最長３５年の全期間固定金利住宅
ローン

・３年以上定住
取得した住宅に住民登録をし、
３年以上居住する者

・フラット３５の利用
新築住宅：【フラット３５】Ｓ
中古住宅：【フラット３５】
を利用予定で、追加で
【フラット３５】地域連携型
を申請する者

・市税の滞納無し

・反社会的勢力でない

【フラット３５】とは

フラット３５サイト（www.flat35.com）



居住誘導区域の確認方法
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/takamap/index.html

＊誘導区域の境にあるなど、不明点につきましては、
高松市役所 住宅政策課にご確認ください。

「都市計画区域界」
をクリック

③詳細情報で「居住誘導区域」を確認し、

名称欄に「居住誘導区域」と表示される
と対象区域です。

「一般居住区域」やクリックしても名称
欄に何も表示されない場合は、対象区域
外です。

①「立地適正化計画」を

②検索したい場
所をクリック

高松市 居住誘導区域図（斜線部分）

居住誘導区域の
調べ方
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